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パート・臨時・派遣など非正規雇用で働く人々

が増えてきています。今年非農林業雇用者の非正

規雇用者は１,８５０万人、非正規雇用比率は３

６.３％になりました。

（右図 正規雇用者と非正規雇用者の推移）

１９９９年の労働者派遣の全面解禁は、この国

の雇用のあり方を大きく変えました。派遣労働者

はまるでモノのように扱われて、買い叩かれ、使

い捨てされています。

キヤノン、松下などの製造現場などでは請負を

偽装した違法派遣が多数存在していることがこの

間の摘発で明らかになりました。

私達はあらためて派遣労働や請負の現状を認識

し、これ以上、劣悪で不安定な雇用を拡大しない

ことが求められています。

金融の職場でも、非正規雇用で働く仲間が増加

し、雇い止めや不当差別・権利侵害など多くの問

題が起きています。

今必要なのは、若者や女性・非正規労働者の低

賃金と差別的な待遇の改善です。大企業のための

規制緩和ではなく、労働者・国民の労働と生活を

守る法規制の強化こそが求められています。

こんな時に、安倍政権は歴史の歯車を逆転させ

る労働者派遣法改悪をもくろんでいます。（全労

連の談話、裏面）

雇用のあり方、すべての働く人の生活を変える

大改悪、安倍「雇用改革」を学び、すべての人が

人間らしく安心して働けるようになるようがんば

りましょう。
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今
年
の
「
滋
賀
・
憲
法
の
つ
ど
い
」

で
、
米
倉
斉
加
年
さ
ん
が
戦
時
中
に
栄

養
失
調
で
弟
を
亡
く
し
た
体
験
を
綴
っ

た
著
書
「
お
と
な
に
な
れ
か
っ
た
弟
た

ち
・
・
・
・
」
を
軸
に
、
戦
争
の
悲
惨

さ
や
真
実
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。

戦
争
中
の
わ
が
家
族
の
こ
と
を
考
え

た
こ
と
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
私
で
し
た

が
、
知
ら
な
い
兄
の
こ
と
が
気
に
な
り
、

両
親
の
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。

我
が
家
に
は
、
幼
児
の
遺
影
が
飾
っ

て
あ
り
、
仏
壇
の
法
名
軸
や
墓
に
は
兄

の
法
名
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
母

か
ら
「
お
前
の
名
前
は
、
死
ん
だ
兄
ち
ゃ

ん

の

名

前

だ

か

ら

長

生
き
す
る
」

と

言

わ

れ

て
き
ま
し
た
。

父
は
中
国
に
出
兵
し
、
病
気
に
な
り

入
院
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
間
に
、
母

は
子
ど
も
を
亡
く
し
、
私
を
生
み
ま
し

た
。両

親
は
、
ほ
と
ん
ど
戦
争
の
こ
と
、

兄
の
こ
と
な
ど
話
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

両
親
た
ち
の
そ
の
時
代
の
生
活
な
ど
を

考
え
る
と
、
平
和
の
大
事
さ
を
身
近
な

こ
と
と
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

８
月
15
日

平
和
へ
の
思
い



８月６日に開催された「第１５回今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」では、「報告書素案」が

提示された。同研究会は、２０１２年の労働者派遣法「改正」の際、登録型派遣・製造業派遣の在り方、特定

労働者派遣の在り方について検討することが付帯決議されことから設置された。

政権交代を経て、安倍政権の「成長戦略」の中心課題として「雇用改革」が据えられ、規制改革会議や産
業競争力会議でも常用代替防止という基本的考え方の転換も含む労働者派遣法「改正」が取り上げられた。今

回の「報告書素案」は、雇用流動化の促進や人材ビジネス活性化などに軸足を置いた内容になっている。労働

者代表が参加せず、企業の一方的な主張で進められた規制改革会議などの要望に応えた「報告書素案」が、派

遣労働者の権利や労働条件改善とはほど遠い内容であることは、経過からも明らかである。

「報告書素案」では、労働者派遣が「新規学卒者などの就労先という役割を一定程度担うようになった」と

し、（１）派遣労働者の保護、（２）派遣労働者のキャリアアップ、（３）制度のわかりやすいルール化、の

３点を「基本的な考え方」として検討したとする。労働者派遣を労働者供給事業禁止の例外としていることか

らも逸脱し、労働者派遣を雇用政策の一つの柱とする立ち位置であり、到底受け入れることはできない。

国会の付帯決議で検討が求められた製造業派遣、登録型派遣について、禁止した場合に「労働力需給調整機

能が抑制」されるなどとマイナス面を強調し、景気変動の雇用への影響は「派遣労働固有の問題ではない」と

切り捨て、禁止に背を向けている。２００８年リーマンショックの際に吹き荒れた「派遣切り」の分析も、反

省もなしに結論づけられていることを含め、認めることはできない結論である。

もう一つの課題とされた特定労働者派遣事業の在り方については、派遣労働者を無期雇用する派遣元に限定

し、届け出により事業実施を認める方向が出されている。一定の前進と受け止めるが、その結果として特定労

働者派遣事業が例外とされ、登録型派遣がよりいっそう広がることに対する懸念は払しょくできない。

「報告書素案」はまた、規制改革会議等が検討を求めた（１）期間制限の在り方、

（２）派遣先の責任、（３）派遣労働者の待遇、（４）派遣労働者のキャリアアップ、

（５）派遣先の（派遣労働者）特定目的行為、についての検討結果に言及している。

「報告書素案」が公表される直前、７月２４日に日本経団連が「今後の労働者派遣
制度のあり方について」とする提言を行った。その内容の多くが「報告書素案」に影響

していることは、検討課題のおき方も含め、疑う余地はないといえる。

そのことを前提に、以下の点について、問題意識を述べておく。

第一に、派遣期間については、２６業務の規制を廃止することとあわせて、現行１年の期間制限を３年に
延長することを求めている。同時に、常用代替防止について、無期雇用の派遣労働者と有期雇用のそれを区分

し、前者については期間制限から除外する検討を求めた。また、派遣期間の制限を業務レベルではなく個人レ

ベルとし、常用代替防止のチェックは派遣先の労使に委ねることを求めている。

このような結論の前提となっているのは、「常用代替防止は派遣先の常用労働者を保護する考え方」とい
う一面的な決めつけの上に立っているからである。派遣労働者の雇用の不安定さや労働者派遣を雇用の調整弁

としてしか位置づけない企業の経営姿勢などへの問題関心が薄いことが、このような結論の背景にあるものと

考える。

第二に、派遣先の責任に関しては、団体交渉応諾義務を課すことは「労働者派遣法の範疇ではない」として

切り捨てている。商取引である派遣契約では、派遣先企業の優位性は否定できず、派遣労働者の労働条件を直

接的に規定しているのが一般的である。その点は全く考慮されておらず、極めて不満な結論である。

第三に、派遣先企業の事前面接などの特定目的行為について、派遣元で無期雇用されている労働者について

は規制対象から除外することを求めている。しかし、業績評価等の結果による普通解雇が広がりはじめている

現状からしても、妥当性を欠くものだと考える。

従前から主張しているように、労働者派遣は、業務、期間を厳格に限定することで労働者供給事業となるこ

とを避け、派遣先企業の使用者責任を明確にして派遣労働者の雇用、労働条件の安定を図り、労働者派遣事業

の実施を免許制度化することなど、事業への業務監督を強めることが必要である。

労働者派遣の現状が、ピンハネ労働を蔓延させ、労働力を景気の調整弁として位置づけることを当然視す
る風潮を強めている。このような雇用の現場でおきている労働者使い捨ての現実を直視し、労働者のくらし、

雇用の安定に寄与する労働者派遣法の抜本改正を行うよう重ねて求める。

２０１３年８月８日

全国労働組合総連合

事務局長 小 田 川 義 和

【談話】歴史の歯車を逆転させる労働者派遣法改悪には断固反対する
－今後の労働者派遣制度の在り方研究会「報告書素案」に対する談話－




